
佐倉市障害者総合支援協議会の概要

障害者総合支援協議会
＜会長：佐倉市社会福祉協議会 大藏氏＞

（事務局：障害福祉課）

○障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支
援の体制に関する協議を行うための会議として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき設置。

運営委員会
＜委員長：愛光 安部氏＞

協議等事項

・指定相談支援事業者
・医療・保健機関
・障害福祉サービス事業所
・療育・教育機関 ・権利擁護機関
・雇用・就労支援機関
・民生委員・児童委員
・学識経験者 ・障害関係団体
・佐倉市社会福祉施設協議会
・佐倉市社会福祉協議会

構成員

○以下に関することについて協議を行う
・関係機関等の業務において課題となった事項への対応策
・地域の関係機関相互の連携
・新たに取り組むべき地域課題への対応
・障害のある人やその家族と地域社会との関係構築
・関係機関等の職員等に対する研修
・福祉サービス利用に係る相談支援事業者の中立性及び公平性の確保
・佐倉市障害福祉計画及び佐倉市障害者計画等の調査、分析及び評価
・佐倉市障害者虐待防止ネットワーク

・専門部会長・部会の協議事項に関する部会間の連絡及び調整のため設置

・専門の事項又は個別の課題を協議のため設置
・障害者の地域生活に必要な仕組みづくり、計画進行管理、事業の評価を協議

・障害者の理解促進のための広報活動の充実や、
権利擁護の課題の整理・施策の検討等

・障害児者の早期発見・早期療育を図るための
関係機関の連携強化等に資する施策の検討等

・就労支援事業所の連携強化を図り、障害者の
就労促進や就労支援の仕組みづくりの検討等

・相談支援事業所等の連携強化を図り、
困難事例の解決に向けた検討等

・精神障害者が地域生活に必要な社会資源の拡充や、
理解促進のための施策の検討等

・障害関係団体、
障害福祉サービス事業所等
の実務担当者等

（参考）障害福祉関係機関連絡会

就労支援部会
＜部会長：福葉苑 木村氏＞
（佐藤(英)・小林・加藤）

啓発・権利擁護部会
＜部会長：愛光 安部氏＞
（長谷川・三浦・佐藤(幸)）

・障害関係団体、障害関係機関等との情報共有及び連携強化を図る

専門部会

作業部会

精神部会
＜部会長：千手会 鎌田氏＞
（日暮・柿澤・山田・横川）

当事者部会

「精神障害者にも対応した
地域包括ケアシステム」構築部会

療育支援・教育部会
＜部会長：千手会 須藤氏＞
（金田・勝田・前所・浅沼）

児童通所支援事業所連絡会

医療的ケア児等の暮らしを
考える作業部会

医ケア児者の災害対策検討部会

グループホーム等事業所連絡会

生活支援部会
＜部会長：愛光 近藤氏＞
（平野・和田・荒木・川上）
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佐倉市障害者総合支援協議会要綱 

 

 （設置） 

第１条 障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地

域における障害福祉に関する関係者等による定期的な協議を行うため、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号。）第８９条の３第１項の規定により地域における障害福祉に関する関係者に

よる連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議として佐倉市障害者総

合支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

 (1) 関係機関等の業務において課題となった事項への対応策に関すること。 

 (2) 地域の関係機関相互の連携に関すること。 

 (3) 新たに取り組むべき地域課題への対応に関すること。 

 (4) 障害のある人や家族と地域社会との関係構築に関すること。 

 (5) 関係機関等の職員等に対する研修に関すること。 

 (6) 福祉サービス利用に係る相談支援事業者の中立性及び公平性の確保に関す

ること。 

 (7) 佐倉市障害福祉計画及び佐倉市障害者計画等の調査、分析及び評価に関す

ること。 

 (8) 佐倉市障害者虐待防止ネットワークに関すること。 

 (9) その他市長が必要と認めること。 

 （組織） 

第３条 協議会は、別表に掲げる機関等をもって構成する。 

 （委員） 

第４条 協議会の委員は、協議会を構成する機関等に属する者のうちから市長が

委嘱し、又は任命する。 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、年４回程度会議を開催し、協議会の適切かつ円滑な運営を図るた

めの総括的な事項について協議する。 

３ 協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

 （部会） 

第７条 協議会は、専門の事項又は個別の課題を協議するため、必要に応じて部

会を置くことができる。 

２ 部会に部会長及び副部会長各１人を置き、出席者の互選により定める。 



３ 部会は、月１回程度会議を開催し、障害者の地域生活に必要な仕組みづくり、

計画進行管理、事業の評価を協議する。 

 （運営委員会） 

第８条 部会における協議事項に関し、部会間の連絡及び調整を行うため、協議

会は、部会長により構成する運営委員会を置くことができる。 

２ 運営委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、出席者の互選により定める。 

３ 運営委員会は、協議会が協議すべき事項に関して情報を収集し、及び協議の

充実を図るため、関係各機関に出席を求め、会議を開くことができる。 

 （個人情報の取扱い） 

第９条 協議会において知り得た個人情報は、その取扱いに十分留意しなければ

ならない。 

 （庶務） 

第１０条 協議会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。 

 （補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年１０月１０日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命される協議会の委員の

任期は、第４条第２項の規定にかかわらず、平成２０年３月３１日までとする。 

   附 則（平成２３年１月２７日決裁２２佐障第５０２号） 

 この要綱は、平成２３年２月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月３０日決裁２３佐障第６０７号） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２９日決裁２４佐障第８９１号） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年３月２４日決裁２５佐障第１２２９号） 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 



別表 

１ 指定相談支援事業者 

２ 市内の医療・保健機関 

３ 指定障害福祉サービス事業所 

４ 療育・教育機関 

５ 権利擁護機関 

６ 雇用・就労支援機関 

７ 民生委員・児童委員 

８ 学識経験者 

９ 障害関係団体 

10 佐倉市社会福祉施設協議会 

11 佐倉市社会福祉協議会 


